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長野市附属機関等の設置及び運営等に関する指針（改正案全文） 

 

第１章 総則  

 

第１ 目的  

この指針は、本市における附属機関及び懇談会等（以下「附属機関等」という。）

の透明性・効率性を高め、開かれた市政の一層の推進に資するため、附属機関等の

適正な設置及び公正かつ円滑な運営等に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。  

 

第２ 定義  

(1) この指針において「附属機関」とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138

条の４第３項の規定に基づき法律又は条例により設置する機関をいう。  

(2) この指針において「懇談会等」とは、各所管課が所管する施策等に資するた

め、法律又は条例の規定に基づかず、要綱等により、市民、関係行政機関、関係

団体、学識経験者等に参集を求め、意見聴取又は意見交換の場として開催する会

議、会合等をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。  

ア 行政職員（関係行政機関の職員を含む。）のみを構成員とするもの  

イ 関係団体間（各種指導員、相談員等を含む。）との連絡調整、研修等を目的

とするもの  

ウ 市と関係団体等がイベント等の特定の事業を実施するために組織するもの  

エ その他、本指針の対象として適当でないもの  

 

第２章 附属機関  

 

第３ 設置  

(1) 調停、審査、答申又は調査等を行い、合議による意思決定を行うものは、条例

に基づき設置する。  

(2) 新たな審議・検討事項が生じた場合においても、可能な限り既存の附属機関

の活用を図り、安易に附属機関を設置しない。  

(3) 新たに附属機関を設置する場合は、所管課は、あらかじめ総務部総務課と  

協議するものとする。 

 

第４ 委員の定数等  

(1) 附属機関の委員の定数は、20人以内を目途とし、審議の充実や迅速化を図る

ため、委員の改選期等を目途に、適正規模にするよう努める。  

(2) 条例に規定する特別委員及び専門委員については次のとおりとする。  

ア 特別委員（特別の事項を調査又は審議するために、臨時の必要に応じて置か

れる委員）は、委員の定数に含め、特別の事項に関する審議に関しては当該

附属機関の意思決定に当たって議決権を有するものとする。  

イ 専門委員（専門の事項を調査するため、臨時の必要に応じて置かれる委員）
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は、委員の定数に含めず、当該附属機関の意思決定に当たって議決権を有し

ないものとする。  

 

第５ 委員の選任  

附属機関の委員の選任に当たっては、次のことに配慮する。  

(1) 任期は、１期２年を目途に最長３期又は６年までとする。  

(2) 若者（概ね39歳以下）その他幅広い年齢層からの参画を得るよう選任する。  

(3) 学識経験者の選任は、偏ることのないよう広範な職域から行う。  

(4) 関係団体等からの選任は、当該団体の意向を踏まえ、代表者等に特定せず広

く構成員の中から推薦を受ける。  

(5) 女性の参画を積極的に進め、「長野市男女共同参画基本計画」に基づき女性委

員の割合が40パーセント以上になるよう努める。  

(6) 原則的に市民公募枠を設け、広く市民に参画を呼びかける。「審議会委員公募

要領（例）」を参考に所管課で公募要領を作成の上、公募委員の割合が20パーセ

ント以上になるよう努める。ただし、法律等に定めがある場合又は次のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。  

ア 行政処分、不服審査、職員処分等に関する事項について審議及び意見聴取等

を行うもの  

イ 長野市情報公開条例第７条各号で規定する非公開情報と認められる事項に 

ついて審議及び意見聴取等を行うもの  

ウ 所掌事務及び意見聴取事項が高度に専門的であるため、全ての委員が高度

な専門知識を有する必要があるもの  

(7) 附属機関の委員は、別の附属機関又は懇談会等との兼職は避け、やむを得ず

兼職させる場合は、必要最小限とする。  

(8) 市議会議員の選任は、市議会議長通知（平成13年５月18日付け13議第46号）を

踏まえ、対応する。  

(9) 市職員（非常勤職員を含む。）の任命は、法律及び条例に定めがある場合又は

その他特別の事情がある場合を除き行わない。  

 

第６ 委員の報酬額  

附属機関の委員の受ける報酬の額を定めようとするときは、長野市特別職の職

員の給与に関する条例（昭和41年条例第24号）に規定する額と均衡を失しないよう

に定めるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。  

 

第７ 個人番号の取扱い 

マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号））の規定に基づき、委員への報酬支払いに 

関する源泉徴収票、給与支払報告書など税務関係調書の作成に必要となる委員の

個人番号の取扱いについて、次の点に留意する。  

(1) 個人番号の提供を求めるに当たっては、利用目的を明示する。  

(2) 個人番号の提供を受けるに当たっては、個人番号カードの提示又は通知カー
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ドと官公署発行の顔写真付き書類の提示を求めるなど番号確認と本人確認をす

る。  

(3) 個人番号を目的外に利用し、又は提供しない。  

(4) 個人番号の漏えい、滅失等をしないよう取扱者を限定し、及び保管方法を決

めるなど安全かつ適切な管理をする。  

(5) 必要のない個人番号は、保管期限経過後に速やかに廃棄し、又は削除する。 

 

第８ 会議の公開基準 

 附属機関の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに

該当する場合は、例外的に非公開とすることができるものとする。 

(1) 長野市情報公開条例第７条各号で規定する非公開情報に該当する事項を審議

及び意見聴取等する場合 

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議及び意見聴取等に著しい 

支障が生ずると認められる場合 

(3) 行政処分、不服審査、職員処分等に関する事項について審議及び意見聴取等

する場合 

 

第９ 会議の非公開の決定 

(1) 附属機関の会議の非公開の決定は、原則として附属機関の長が、当該会議に

諮って行うものとする。初回の会議等であらかじめ会議に諮ることができない

場合は、事務局の長が事前に委員の意見を聴くなどの方法により、非公開を決

定することができるものとする。ただし、前項の規定により、あらかじめ会議

の議題の内容が非公開の事由に該当することが明らかである場合は、この限り

でない。 

(2) 附属機関が会議を公開しないことを決定したときは、その理由を示さなけれ

ばならない。 

(3) 非公開であっても、答申等の最終結果（非公開情報に係る部分を除く。）を

市のホームページ等により公表すること。また、必要に応じて、附属機関の長

の会見、事務局による取材対応その他の当該附属機関において適当と認める方

法により審議内容を明らかにするよう努めるものとする。 

 

第10 公開の方法 

(1) 附属機関の会議の公開は、附属機関の長が、希望する市民等に傍聴を認める

ことにより行うものとする。 

(2) 附属機関を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、 

会場に一定の傍聴席、記者席を設けるものとする。多数の場合は、公平性を期

し、抽選により決定する等の措置をとる。また、傍聴者に会議資料を配布する

ものとする。ただし、会議資料のうち、非公開情報に係る資料及び参考資料を

除く。 

(3) 附属機関の長は、公開にあたり、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の

秩序維持に努めるものとする。 
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第11 会議開催の周知 

(1) 附属機関の会議を開催するにあたっては、当該会議開催の一週間前までに、

次に掲げる会議開催情報を公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催す

る必要が生じたときはこの限りでない。 

ア 会議の名称 

イ 開催日時 

ウ 開催場所 

エ 議題 

オ 公開・非公開の別 

カ 非公開の場合にあっては、その理由 

キ 公開の場合にあっては、傍聴者の定員及び傍聴の手続  

(2) 公開・非公開会議に関わらず、会議開催情報を市公式ホームページ等により

公表すること。また、公開（一部公開）する会議については、プレスリリース

等を利用し、周知を図ること。 

 

第12 会議録の作成、情報提供 

(1) 附属機関は、会議終了後速やかに、会議録を作成し、会議録には、次に掲げ

る事項を記載するものとする。ただし、記載することで今後の審議に支障が 

生じるなど特別な事情がある場合は、審議会等において協議のうえ該当事項の

記載を省略することができるものとする。 

ア 会議の名称 

イ 開催日時 

ウ 開催場所 

エ 出席者の所属・役職・氏名（外部者を含む。） 

オ 議題 

カ 議事内容及び決定事項（議事内容等が非公開の場合はその理由） 

キ 会議資料の名称 

(2) 前項のうち、議事内容及び決定事項については、市民が容易に理解できるよ

う簡潔に表現し、要点筆記にて作成するものとする（詳細な記録が必要な場合

を除く。）。また、会議の内容によっては、既存の会議次第等を活用し、加筆

により作成することができるものとする。 

(3) 公開・非公開会議に関わらず、附属機関は、会議録及び会議資料（非公開情

報に係る資料及び参考資料を除く。）を市公式ホームページ等により公表する

ことにより、審議状況を明らかにするよう努めるものとする。 

 

第13 廃止・統合の見直し  

既存の附属機関については、その役割や必要性を十分検討し、次に該当するもの

は、廃止又は統合の見直しを検討する。  

(1) 目的が達成されたもの  

(2) 社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの  

(3) 過去５年間開催されず、活動が不活発なもの。ただし、案件発生の都度など不
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定期に開催する附属機関を除く。  

(4) 他の手段等で代替が可能なもの  

(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関と重複又は類似しているもの  

(6) その他効率性等の理由により廃止又は統合が適当なもの 

 

第３章 懇談会等  

 

第14 設置及び運営等  

懇談会等を設置する場合は、所管課は、あらかじめ総務部総務課と協議する。 

また、附属機関と明確に区別するため、特に次の事項に留意する。  

(1) 法律又は条例に基づく附属機関と誤解されないよう、「審査会」、「審議会」

又は「調査会」の名称を用いない。 

(2) 設置目的、活動内容中に、「調停」、「審査」、「諮問」又は「調査」の表現

を用いない。 

(3) 合議による意思決定を行わない。また、定足数や議決方法などの議事手続を

定めない。  

(4) 聴取した意見等については、「答申」、「建議」又は「報告」等附属機関の  

審議結果と受け取られるような集約を行わない。  

(5) 委員の決定については、一般文書により依頼し、委嘱書を交付しない。  

(6) 委員が会議に出席したことに対し、対価を支払う場合の歳出科目は、報償費

とする。  

２ 第４から第12までの規定は、懇談会等に準用する。ただし、決定事項に関する

ものは除く。 

 

第４章 補則  

 

第15 その他  

(1) 附属機関等の新設、廃止、統合に係る起案は、総務部総務課に合議する。  

(2) 委員の決定（委嘱又は依頼）に係る起案は、総務部総務課に合議する。なお、

委員の選任について特別な事情がある場合は、その理由を起案に明記する。  

 

附 則  

この指針は、平成 27 年６月２日から施行する。ただし、第７の規定は、平成 27

年 10 月５日から施行する。 

 

附 則  

令和８年４月１日から施行する。 

 


